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第一部　願書・図面

第１章　意匠登録出願

11 関連条文

意匠法

第六条　意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録

を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければなら

ない。

一　意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二　意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

三　意匠に係る物品

２　経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする

意匠を現した写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、

ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

３　第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひ

な形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に

係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識すること

ができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければ

ならない。

４　意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化す

る場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又は

これらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当

該機能の説明を願書に記載しなければならない。

５　第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩

を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができ

る。

６　前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならな

い。

７　第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出

する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又

は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

意匠法施行規則

様式第２　備考８

物品の部分について意匠登録を受けようするときは、「【意匠に係る物品】」の

欄の上に「【部分意匠】」の欄を設ける。
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11.1 意匠法第６条の規定

意匠法第６条は、意匠登録出願の際に提出すべき書類及びその書類に記載すべ

き事項について規定したものである。

第１項は、意匠登録出願の際に特許庁長官へ提出すべき書類として願書及び図

面を定めるとともに、そこに必ず記載すべき事項を規定している。

第２項は、出願人の図面作成への便宜を図るために、図面に代えて提出できる

ものを規定している。

第３項から第７項は、図面の記載によっては意匠を十分に表現できない場合を

想定し、願書に補足的に説明を記載して意匠を十分に表現すべき旨を規定してい

る。

ただし、これらの規定による願書又は、願書に添付した図面、写真、ひな形若

しくは見本（以下、「願書に添付した図面等」という。）への記載は、出願人の責

任においてなされるべきことであって、いったん出願人が必要十分として記載し

た事項について、その事項が不要であるとか、さらに必要な事項があるとかを審

査官が判断することは適切ではない。

この趣旨から、本条は拒絶理由又は無効理由とはされていない。

11.2 願書及び図面の意義

意匠登録を受けようとする者が特許庁長官に提出した願書及び願書に添付した

図面等は、創作者が創作した意匠、すなわち、意匠登録を受けようとする意匠の

内容を表したものである。

　そのため、登録意匠の範囲は、願書の記載（注）及び願書に添付した図面等によ

り表された意匠に基づき定めなければならない旨規定されている。（意匠法第２

４条）

　したがって、願書及び願書に添付した図面等は、創作者並びに意匠登録出願人

を特定すると共に登録意匠の範囲を定める権利書としての機能を有するものとい

える。

（注）

願書の記載とは、①「部分意匠」、②「意匠に係る物品」、③「意匠に係る物品の説明」、④「意

匠の説明」の欄の記載をいう。


